
 
令和５年度 静岡大学社会教育主事講習実施要項 

 
１．講習の目的 

この講習は、社会教育法（昭和 24年法律第 207 号）第９条の５の規定及び社会教育主事講習等規程 

（昭和 26年文部省令第 12 号）に基づき実施するもので、社会教育主事の職務を遂行するに必要な専門 

的知識、技能を修得させ、社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とする。 

２．主催及び実施機関 

(1) 主 催 文 部 科 学 省 

(2) 実施機関 静 岡 大 学 

３．実施期間 

令和５年７月２５日(火)～令和５年８月１９日(土) 
 

４．実施場所 

（主会場） 

静岡大学 

静岡市駿河区大谷８３６     TEL：054-238-4056 

静岡市産学交流センター 

静岡市葵区御幸町３－２１    TEL：054-275-1655 

静岡県男女共同参画センター 

静岡市駿河区馬淵１－１７－１   TEL：054-255-8440 

ふじのくに地球環境史ミュージアム 

静岡市駿河区大谷５７６２    TEL：054-260-7111 

（宿泊研修会場） 

三島市立箱根の里 

静岡県三島市字北原管４７１０－１ TEL：055-985-2131 

 

５．受講者の範囲及び受講資格 

(1) 受講者の範囲 東海地区（岐阜県、三重県、静岡県、愛知県） 

(2) 受講資格 社会教育主事講習等規程第２条に該当する者（別表１参照） 
 

６．受講予定者数 

約４０名  
 

７．受講申込書類及び提出期限 

(1) 受講希望者は、静岡大学長宛の次の書類を令和５年６月１６日(金)までに住所地又は勤務地の県教

育委員会へ提出する。 

ア.受講申込書 

イ.受講承認書 

ウ.受講資格を証明する書類等 

 

 

（別紙様式１） 

（別紙様式２） 

（別表１を参照。別紙様式４は希望者のみ提出。令和元年度

以前に社会教育主事講習の旧規程の下で修了し、分割受講に

より社会教育士の称号取得を希望する者は、社会教育主事講



 

エ.返信用封筒 

習の修了証書の写しも提出する。） 

（Ａ４サイズが入る角形２号の封筒に郵便番号、住所及び氏

名を記入のうえ、１４０円の郵便切手を貼付する） 

 

(2) 県の教育委員会は、提出された受講申込書類について受講資格の有無を調査し、資格があると認

めた場合は、受講申込者名簿を添えて令和５年６月２１日（水）までに下記提出先に当該書類を

一括して送付する。 

（書類送付先） 〒422-8529 静岡市駿河区大谷 836 

静岡大学学務部地域連携推進課 社会教育主事講習運営委員会 宛 

 

８．受講者の選定 

(1) 静岡大学は、静岡大学社会教育主事講習運営委員会の意見を聴いて、受講者を選定する。 

(2) 受講許可通知書は令和５年７月上旬頃に本人あてに発送するとともに各県教育委員会に許可者名を

通知する。 

９．講習実施内容 

「社会教育主事講習等規程」第３条の規定による４科目８単位とする。 

 

10．講習科目、単位数及び講師等 

 
 

科目名 

単

位

数 

 

内容・テーマ 

配当 

時間 

数 

教育 

方法 

 

担当講師予定者の職・氏名 

生涯学習

概論 
２ 

生涯学習の意義 ４ 

講義 

静岡大学地域創造教育センター 

教授 阿部耕也 

静岡大学地域創造教育センター 

准教授 山本隆太 

社会教育主事と社会教育指導者

の役割 
４ 静岡県教育委員会社会教育課 

生涯学習と家庭教育 ２ 
静岡産業大学国際情報学部 

教授 松永由弥子 

生涯学習・情報学習相談 ２ 
静岡産業大学国際情報学部  

教授 松永由弥子 

諸外国における社会教育の歴史

的展開 
２ 静岡大学教育学部 教授 菅野文彦 

社会教育の基本法令と社会教育

行政 
２ 文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 

地域社会における学習支援シス

テム 
２ 

静岡大学地域創造教育センター 

教授 阿部耕也 

生涯学習関連施設の役割と機能 ４ 静岡大学 名誉教授 本多隆成 

生涯学習と学校教育 ４ 常葉大学教育学部 教授 猿田真嗣 

社会教育の内容・方法と形態 ４ 静岡大学教育学部 准教授 渋江かさね 

生涯学習

支援論 
２ 

地域課題解決・まちづくりに取

り組む人材の育成と活動支援 
４ 

講義 

文教大学学園 理事長 野島正也 

キャリア教育と生涯学習 ２ 
静岡大学学生支援センター 

教授 宇賀田栄次 

ファシリテーションの技法と地

域課題 
２ 

静岡大学学生支援センター 

教授 宇賀田栄次 

地域課題と地元学 ４ 
島根県中山間地域研究センター 

研究員 皆田潔 



コンパッションと対話の力 

相互理解とコミュニティ形成の

ために 

２ 
静岡大学未来社会デザイン機構 

教授 竹之内裕文 

多文化共生と教育 ２ 静岡大学教育学部 教授 宇都宮裕章 

少子高齢化社会における DX の活

用と地域活性化 
２ 静岡大学大学教育センター 准教授 須藤智 

青少年の学校外教育の組織化 ２ 東京家政大学家政学部 教授 白木賢信 

協働のつくり方 ２ 
NPO 法人 NPO サプライズ 

代表理事 飯倉清太 

自然災害と防災 ２ 
静岡大学未来社会デザイン機構 

教授 小山眞人 

大学の機能開放・拡充 ４ 

静岡大学地域創造教育センター 

教授 阿部耕也 

静岡大学地域創造教育センター 

准教授 山本隆太 

人口減少地域の課題と可能性 ４ 

松崎町 町長 深澤準弥 

南伊豆町企画課地方創生室 主幹 山口一実 

NPO 法人ローカルデザインネットワーク 

理事長 荒武優希 

社会教育

経営論 
２ 

社会教育施設の運営と評価 ４ 

講義 

東北学院大学地域総合学部 教授 原義彦 

社会教育計画 ４ 静岡大学教育学部 准教授 渋江かさね 

ジオパークと地域の活性化 ４ 
静岡大学地域創造教育センター 

准教授 山本隆太 

社会教育の評価 ２ 静岡大学教育学部 准教授 渋江かさね 

現代的課題と社会教育 ２ 
静岡大学地域創造教育センター 

教授 阿部耕也 

社会教育の広報・広聴 ２ 東海大学文化社会学部 教授 河井孝仁 

調査の意義と内容 ４ 
静岡大学地域創造教育センター 

教授 阿部耕也 

博物館と文化活動 ４ 
桜美林大学リベラルアーツ学群 

教授 金子淳 

学習情報の提供システム ２ 金沢美術工芸大学 教授 桑村佐和子 

社会教育施設の事業と経営 ４ ふじのくに地球環境史ミュージアム講師 

社会教育

演習 
２ 内容は次に記載 69.5 演習 次に記載 

 

社会教育演習（２単位６９時間３０分）は、次の内容で実施する。 

 

(1) グループワーク（６２時間） 以下の小グループに分けてグループワークを行う。 
 

グループ 内  容 担 当 講 師 の 職 ・ 氏 名 

１班 
生涯学習社会の構築とネットワーク

化の課題 
静岡大学地域創造教育センター 教授 阿部 耕也 

２班 
地域文化活動の体系化と社会教育施

設の役割 
静岡大学地域創造教育センター 准教授 山本 隆太 

 
  



(2) 社会教育施設見学（３時間） 

・ふじのくに地球環境史ミュージアム 

・三島市立「箱根の里」 

※見学先は変更する場合もある。 
 

(3) 野外活動 ＜実技指導＞（３時間） 
 

講師氏名 職 名 

未 定 三島市立「箱根の里」・講師 

 
(4) 学習成果の発表と討議（１時間３０分） 

 

11．既修得単位等の認定 

(1) 既修得単位の認定は、「社会教育主事講習等規程」第７条第２項及び第３項の規定による大学に

おける科目の既修得単位及び文部科学大臣が定める学修をもって、講習の科目の単位として認定

を希望する者に対して行う。 

(2) 既修得単位の認定を希望する者は、「社会教育主事講習単位修得認定申請書」（別紙様式４）に

成績証明書及び申請者が卒業又は中途退学した大学等の履修手引き等を添えて、願い出るものと

する。 

(3) 認定の対象となる単位は、講習の開講科目と対応する授業科目について修得した単位であるが、

その対応関係については、科目名の一致、不一致だけでは判断できないので、申請者が卒業又は

中途退学した大学等の履修手引き等の参照、大学等への問い合わせ、本学の該当科目の担当教員

から意見の聴取を経て決定する。 

(4) 令和元年度までの旧カリキュラムでの講習で修得した既修得単位を認定する場合、対象となる授

業科目は、「生涯学習概論」及び「社会教育演習」とする。 

(5) 既修得単位として認定した場合には、「社会教育主事講習単位修得認定書」を交付する。 

 
12．単位修得認定及び修了証書 

静岡大学長は「社会教育主事講習等規程」第３条の定めるところに従い８単位以上の単位を修得した 

者に対し、「社会教育主事講習修了証書」を授与する。 

 

13. 社会教育士の称号について 

本講習の修了証書を授与された者は、「社会教育士（講習）」と称することができる。 

また、令和元年度以前に大学等で社会教育主事講習の旧規程の下で修了した者は、「生涯学習支援論」

及び「社会教育経営論」の受講を認めることとし、当該２科目を修得した場合は、「社会教育士（講

習）」と称することができる。受講を希望する者は、≪７．受講申込書類及び提出期限≫に従い、社会教

育主事講習の修了証書の写しを提出する。 

 

14．講習の運営 

講習の円滑な実施を図るため運営委員会を置く。 

静岡大学長は、受講者の選定その他講習運営上重要な事項の決定については、運営委員会と協議のうえ

行う。 



15．講習の日程 

講習の日程は別表２のとおりとする。なお、日程の一部については多少変更する場合もある。 

 

16．受講者の受講に要する経費 

(1) 受講に要する経費（交通費、食費、宿泊費等）は受講者の負担とする。 

(2) 受講に要する補助経費として、１人あたり約７，０００円を徴収する。（この経費については、

宿泊研修の宿泊費等の諸経費とし、開講日当日に徴収する。） 

 

17．その他 

(1) 受講についての注意事項並びに会場案内図等は受講許可通知書とともに送付する。 

(2) 受講に際しパソコンの持参を推奨するが、ない場合であっても受講に差し支えない。 

(3) 講習期間中、受講生は本学附属図書館を利用することができる。 

(4) 講習の主たる会場は静岡大学であり、昼食は静岡大学の食堂を利用することができる。 

(5) 講習期間中の宿泊（施設での宿泊研修を除く。）については、下記を参考に必要に応じて各自手配

すること。 

 

月日 開催方法 宿泊等 

7/25 午前 対面※1  ― 

7/25 午後-8/9 原則対面 各自手配 

8/10 オンライン※2 各自手配 

8/11-13 講習なし  ― 

8/14-15 対面（宿泊研修１泊２日） 運営側が手配（宿泊地：三島市立箱根の里） 

8/16-18 対面 各自手配 

8/19 対面※1  ― 

※1 7/25 午後、8/19 に科目受講がない場合は、オンライン受講可 

※2 希望者は対面受講可 

 



社会教育主事講習受講資格並びにその資格証明書類 

別 表 １ 

 
社会教育主事講習 
等規程の適用規程 

受 講 資 格 提出書類（◎印は必要書類） 

 

社会教育主事講習等規程 
 

社会教育法 
社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社
会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定 

【平成 20 年 6 月 11 日 文部科学省告示第 89 号】 

社会教育法の一部を改正する法律 
【昭和２６年法律第１７号附則第 
２項】 

社会教育主事の資格及び社会教育主事講習の受講資格等の 
取扱いについて 
【平成 13 年 12 月 13 日 13 文科生第 703 号】 

勤務証明書 
（別紙様式３） 

卒業証明書又は 
卒業証書の写し 

在学期間及び 
単位修得証明書 

教育職員普通 
免許状の写し 

 

 

 

 
第２条第１号 

 

 
 

大学に２年以上在学して６２単位以上を 
修得した者、高等専門学校を卒業した者 
又は社会教育法の一部を改正する法律 
（昭和２６年法律第１７号）附則第２項 
の規定に該当する者 

  
改正後の社会教育法第９条の４の 

   

 

 

 
◎ いずれか１つ 

 規定の適用については、旧大学 
令、旧高等学校令、旧専門学校令 
若しくは旧教員養成諸学校官制の 
規定による大学、大学予科、高等 
学校高等科、専門学校若しくは教 
員養成諸学校又は文部科学省令で 
定めるこれらの学校に準ずる学校 
を卒業し、又は修了した者は、大 
学に２年以上在学して、６２単位 
以上を修得した者とみなす。 

第２条第２号 教育職員の普通免許状を有する者        ◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第２条第３号 

２年以上社会教育法第９条の４第１号イ 
及びロに規定する職にあった者又は同号 
ハに規定する業務に従事した者 

 

イ 社会教育主事補 
 

ロ 官公署、学校、社会 
教育施設又は社会教 
育関係団体における 
職で司書、学芸員そ 
の他の社会教育主事 
補の職と同等以上の 
職として文部科学大 
臣の指定するもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハ 官公署、学校、社会 
教育施設又は社会教 
育関係団体が実施す 
る社会教育に関係の 
ある事業における業 
務であって、社会教 
育主事として必要な 
知識又は技能の習得 
に資するものとして 
文部科学大臣が指定 
するものに従事した 
者（イ又はロを除 
く。） 
 

 

 

 

 

１(1) 文部科学省、独立行政法人国立青少年教育振興機構等において社会教育に係る学習 
又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する 
者の職 

 
１(2) 地方公共団体の教育委員会において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯 
  学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職 
 
１(3) 大学等において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動 
  の機会の提供に関する事務に従事する者の職 

 
１(4) 社会教育施設において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する 
  諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職 

 
１(5) 図書館法第４条に規定する司書の職 
 
１(6) 博物館法第４条第４項に規定する学芸員の職 
 
１(7) 社会教育関係団体において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資 
  する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職であって、文部科学大臣が１ 
  の(1)～(3)に掲げる職に相当すると認めた職 
 
１(8) その他文部科学大臣が１の(1)から(7)までに規定する職と同等以上と認めた職 
 
 
２(1) 大学共同利用機関法人、独立行政法人国立青少年教育振興機構等が実施する社会教 

育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事 
業の企画立案やそれらの指導 
 

２(2) 地方公共団体の教育委員会が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生 
  涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画立案やそれらの指導 

 
２(3) 大学等が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活 
  動の機会の提供に関する事業の企画立案やそれらの指導 

 
２(4) 社会教育施設が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資す 
  る諸活動の機会の提供に関する事業の企画立案やそれらの指導 
 
２(5) 社会教育関係団体が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に 
  資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画立案やそれらの指導 

 
２(6) 独立行政法人国際協力機構法第１３条第１項第３号に規定する国民等の協力活動 
 
２(7) その他文部科学大臣が２の(1)から（6）までに規定する業務と同等以上と認めた業 
  務 
 

 
 
 
 
２(1) (地方公共団体の教育委員会において社会教育に 

係る学習等の機会の提供に関する事務に従事する者の 
職) 
社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議 

   会委員、博物館協議会委員、教育委員、生涯学習審議 
会委員等の職及び公民館等社会教育施設等において事 
業の企画、実施を担当する非常勤職員等 

 
２(2) (社会教育に関係のある官公署の職) 

社会福祉主事、児童福祉司、児童福祉司たる資格を 

有する児童相談所の所長又は所員、介護福祉士、社 

会福祉士、勤労青少年ホーム指導員、勤労者家庭支 

援施設指導員等の社会福祉等に関する職並びに改良 

普及員の職 
 
２(3) (社会教育関係団体の役員及び職員の職) 

その事業範囲が市町村規模以上の社会教育関係団体 

の事業の企画、実施に当たる役員及び専門的職員の 
職並びに民間生涯学習関連事業所において社会教育 

事業の企画、実施に当たる専門的職員の職 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２(8)「海外協力活動」 
青年海外協力隊員、シニア海外ボランティア、 

日系 社会青年ボランティア、日系社会シニア・ 
ボランティア又は技術協力専門家等として開発途 

上国に派遣された者の業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎ 

   

 

 

 

 

 
第２条第４号 

 

４年以上社会教育法第９条の４第２号に 

 

教育職員の普通免許 

 
３(1) 学校教育法第１条に規定する学校の校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教 

諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、学校栄 
養職員などの常時勤務する者の職 

 
３(2) 学校教育法第１２４条に規定する専修学校の校長及び教員の職 
 
３(3) 少年院法第１条に規定する少年院又は児童福祉法第 44条に規定する児童自立支援 

施設において教育を担当する者の職 
 

３(4) その他文部科学大臣が３の(1)から(3)までに規定する職と同等以上と認めた職 

  

 

 

 

 

 

 

 

２(11) 保育士の職 

 

 

 

 

 
◎ 

   
規定する職にあった者 状を有し、かつ、５ 

年以上文部科学大臣 
の指定する教育に関 
する職にあった者 

 

第２条第５号 

 

その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と 
同等以上の資格を有すると認めた者 

   
 
３(2) 社会教育法第９条の４第１号に掲げる職及び業務に 

相当する職及び業務に４年以上従事した者 

 

◎ 

 

◎   

 

備 考 １．提出書類は、各該当事項のうちいずれか１項目の関係書類でよい。 

２．勤務証明書は、所属長又は所轄長の証明。 

３．卒業証書の写し及び免許状の写しは、所属長又は所轄長の原本と相違ない旨の証明つきのものであること。 

４．第２条第１号に該当する者は、卒業証書の写し又は、在学期間及び単位修得証明書のいずれか１つ提出すればよい。 

５．第２条第３号から第５号に係る在職等の期間は通算できる。【平成１３年１２月１３日 １３文科生第７０３号３（３）】 



別表２  

令和５年度 静岡大学社会教育主事講習日程表 

 

    
 

○ 生涯学習概論    ２単位３０時間           （宿泊研修会場：予定）  

☆ 社会教育経営論   ２単位３２時間              8/14（月）～8/15（火）  三島市立箱根の里 

□ 生涯学習支援論 ２単位３２時間                      〒411-0000 静岡県三島市字北原菅４７１０番地の１ TEL 055-985-2131 

社会教育演習    ２単位 69.5 時間       ※１ 開講式、オリエンテーション、成果発表会及び閉講式については、オンライン又はオンデマンドによる配信を予定している。 

           計   ４科目８単位                                             ※２ 対面での受講を希望する者は、静岡大学共通教育 L 棟 201 室で受講することができる。   

             

夜間 夜間

8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 16：10～17：40 19：00～20：30 8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 16：10～17：40 19：00～20：30

科目名 開講式

10：00～10：20

オリエンテーショ

ン

10：30～12：00

社会教育演習

【演習】

16:10～17:40

□少子高齢化社会に

おけるDXの活用と地

域活性化（支援）

□青少年の学校

外教育の組織化

（支援）

□協働のつくり方

（支援）

□自然災害と防

災

（支援）

社会教育演習

【演習】

講師名 阿部・山本 須藤 智 白木  賢信 飯倉 清太 小山 眞人 阿部・山本

科目名 ○生涯学習と家庭

教育（概論）

13:30～15:00

○生涯学習情報・

学習相談（概論）

15:10～16:40

社会教育演習

【演習】

16:50～18:20

講師名 松永  由弥子 松永   由弥子 阿部・山本

科目名 〇諸外国における社

会教育の歴史的展開

（概論）9：30～11：00

○社会教育の基本法

令と社会教育行政

（概論）11：10～12：40

○地域社会における

学習支援  システム

（概論）13：30～15：00

社会教育演習

【演習】

15:10～16:40

社会教育施設見

学

【演習】

社会教育演習

【演習】

社会教育演習

【演習】

講師名 菅野  文彦 文部科学省 阿部  耕也 阿部・山本 阿部・山本 阿部・山本

科目名 社会教育演習

【演習】

16:50～18:20

講師名 社会教育演習

科目名 社会教育演習

【演習】

講師名 阿部・山本

科目名 社会教育演習

【演習】

社会教育演習

【演習】

講師名 阿部・山本

科目名 ☆社会教育の評

価

（経営）

☆現代的課題と社

会教育

（経営）

社会教育演習

【演習】

社会教育演習

【演習】

講師名 渋江   かさね 阿部 耕也 阿部・山本

科目名 ☆社会教育の広

報・広聴

社会教育演習

【演習】

成果発表会

【演習】

閉講式

11：40～12：00

講師名 河井  孝仁 阿部・山本 阿部・山本

科目名 ☆学習情報の提

供システム

（経営）

講師名 桑村　佐和子

科目名 □キャリア教育と

生涯学習（支援）

□ファシリテー

ションの技法と地

域課題（支援）

社会教育演習

【演習】

講師名 宇賀田   栄次 宇賀田   栄次 阿部・山本

科目名 □コンパッショ ンと対話

の力　相互理解とコミュ

ニティ形成のために

（支援）

□多文化共生と

教育

（支援）

社会教育施設見

学

【演習】

講師名 竹之内 裕文 宇都宮 裕章

8/2

（水）

8/4

（金）

8/8

（火）

8/9

（水）

8/10

（木）

8/14

（月）

8/15

（火）

8/16

（水）

8/17

（木）

8/18

（金）

8/19

（土）

7/25

（火）

7/26

（水）

7/27

（木）

7/28

（金）

8/1

（火）

静岡市産

学交流セ

ンター※１

静岡市産

学交流セ

ンター

静岡市産

学交流セ

ンター

静岡市産

学交流セ

ンター

静岡市産

学交流セ

ンター

静岡大学

共通教育L

棟201室

静岡大学

共通教育L

棟201室

静岡大学

共通教育L

棟201室

静岡大学

共通教育L

棟201室

静岡大学

共通教育L

棟201室

静岡大学

共通教育L

棟201室

静岡県男

女共同参

画センター

※１

社会教育演習

【演習】

阿部・山本

☆社会教育施設の事業と経営

（経営）

ふじのく に地球環境史ミュージアム

静岡大学

共通教育L

棟201室

阿部  耕也・山本 隆太

○生涯学習の意義

（概論）

12：50～16:00

（宿泊）

三島市立

「箱根の

里」

（宿泊）

三島市立

「箱根の

里」

野外活動

【演習】

箱根の里

静岡大学

共通教育L

棟201室

社会教育演習

【演習】

静岡大学

共通教育L

棟201室

阿部・山本

社会教育演習

【演習】

静岡大学

共通教育L

棟201室

阿部・山本

月／日 区分 午前 午後 備考 月／日 午前 午後 備考

○社会教育主事と社会教育指導者

の役割（概論）

9:30～12:40

□人口減少地域の課題と可能性

（支援）

オンライン

※２

静岡県社会教育課 深澤準弥・山口一実・荒武優希

□大学の機能開放・拡充

（支援）

阿部 耕也・山本 隆太

静岡市歴史博物館・本多隆成 猿田   真嗣 阿部・山本

○生涯学習関連施設の役割と機能

（概論）

9：30～12：40

○生涯学習と学校教育

（概論）

13：30～16：40

社会教育演習

【演習】

渋江かさね 阿部・山本

社会教育演習

【演習】

阿部・山本

社会教育演習

【演習】

阿部・山本

金子  淳 野島   正也

社会教育演習

【演習】

阿部・山本

7/31

（月）

○社会教育の内容・方法と

形態（概論）

9：30～12：40

8/3

（木）

社会教育演習

【演習】

13：30～18：20

☆ジオパークと地域の活性化

（経営）

山本　隆太

☆博物館と文化活動

（経営）

□地域課題解決・まちづく りに取り組

む人材の育成と活動支援

（支援）

原  義彦

☆社会教育施設の運営と評価

（経営）

☆社会教育計画

（経営）

渋江   かさね

☆調査の意義と内容

（経営）

阿部   耕也

8/7

（月）

皆田 潔

□地域課題と地元学

（支援）



（別紙様式１） 
 

社会教育主事講習受講申込書 

 
令和 年 月 日 

 

国立大学法人静岡大学長  日詰 一幸   殿 
 

氏名  
 

令和５年度社会教育主事講習を受講したいので受講資格を証明する関係書類を添えて

下記により申し込みます。 

 

記 

（令和５年６月１日現在） 
 

フリガナ 

氏  名 

 

 生年月日 
昭和 

平成    年   月   日 年齢 歳 

 

現住所 

（〒 - ） 〔緊急時の連絡先：携帯電話 〕 

E-maiｌアドレス 
 

勤務先 
 

所在地 
 
（電話） 

受講希望科目 

受講希望欄に 

○印をすること。 

科目 単位 受講希望 

生涯学習概論 2  

生涯学習支援論 2  

社会教育経営論 2  

社会教育演習 2  

社会教育演習 

班別主題 

希望班順位 班別 主  題 

 
１班 生涯学習社会の構築とネットワーク 

化の課題 

 
２班 地域文化活動の体系化と社会教育 

施設の役割 

単位修得の認定を 
 

受けた科目及び単位 

 単位修得の認定を 
 

希望する科目及び単位 

 

受講資格 社会教育主事講習等規程第２条の第 号に該当 

最終学歴 
 

職 歴 

（資格関係分） 

自 年        月        至 年        月  （     年     カ月） 

自 年        月        至 年      月  （     年     カ月） 

自 年        月        至 年      月  （     年     カ月） 

自 年        月        至 年      月  （     年     カ月） 

自 年        月        至 年        月  （     年     カ月） 

 

（備考）受講資格を証明する関係書類は、別表 1「社会教育主事講習受講資格並びにその資格証明書類」参照。 



（別紙様式２） 

 

受 講 承 認 書 

 
令和 年 月 日 

 

 

 
国立大学法人静岡大学長  日詰一幸   殿 

 

 

 

 

所属長 

職・氏名  
 

 

 

 

下記の者が、令和５年度静岡大学社会教育主事講習を受講することについて 

 

承認します。 
 
 

記 
 

 

所属 

職名 

氏名 



（別紙様式３） 
 
 

勤 務 証 明 書 
 

氏 名 

生年月日 
 

 

 

上記の者は本 に下記のとおり 

勤務していたことを証明する。 

 
記 

 
 

期 間 職 名 職  務  内  容 

 
自 

 
年 

  
月 

   

  （ 年 カ月） 

至 年  月  

 
自 

 
年 

  
月 

   

  （ 年 カ月） 

至 年  月  

 
自 

 
年 

  
月 

   

  （ 年 カ月） 

至 年  月  

 

令和 年 月 日 
 
 

所属長 

職・氏名 印 

 

 

 
 

注意 １．職名の欄には発令されたとおりの職名を記入すること。 

 ２．職務内容の欄には、従事した職務の内容を具体的に記入すること。 

３．この証明書は、規程第２条の第３、第４、第５号該当者のみ添付すること。 



（別紙様式４） 
 

 

社会教育主事講習単位修得認定申請書 

 

 
 

下記の表第４欄に掲げる事由を証する書類を添えて次のとおり申請いたします。 

 

 
令和 年 月 日 

 

 

国立大学法人静岡大学長  日詰 一幸   殿 
 

 

氏  名 
 

 

 フ リ ガ ナ   
生年月日 

 

1  
 氏 名 

 
2 

 
住 所 

（〒 － ） 

 認定を希望する  

3  
 科目及び単位数 

 申請事由及び  

4  
 適用条件 

 
5 

 
備 考 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和５年度社会教育主事講習実施機関 

 

静  岡  大  学 
 

〒４２２-８５２９ 静岡市駿河区大谷８３６ 

 
静岡大学学務部地域連携推進課 

tel:054-238-4056 fax:054-238-4428 

E-mail: kyouiku-renkei@adb.shizuoka.ac.jp 

 
静岡大学地域創造教育センター 

地域人材育成・プロジェクト部門 

tel:054-238-4817 fax:054-238-4295 

http://www.Lc.shizuoka.ac.jp/ 

mailto:kenkyu2@adb.shizuoka.ac.jp
http://www.lc.shizuoka.ac.jp/

